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題名 ： 『アベ ッ ク 』

と ね が わ み よ こ

久喜けいわ 利根川 美代子さん

第
3
部

第 1 期久喜市障がい児福祉計画は、 児童福祉法に基づき 、 1 8 歳未満の障がいのある

方を対象 と した計画です。
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1 障がい児福祉計画の基本的 な考 え 方

◆ 障がい児の健やかな育成のた めの発達支援

障がい児支援を推進するためには、 障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、 障が

い児の健やかな育成を支援することが必要です。 このため、障がい児とその家族に対し、

障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるよう、 地域支援体制の構築を図り

ます。

また、 障がい児のラ イフステージに沿って、 地域の保健、 医療、 障がい福祉、 保育、

教育、 就労支援等の関係機関が連携を図り、 切れ目のない一貰した支援を提供する体制

の構築を図ります。

さらに、 障がい児が支援サー ビスを利用することにより、 地域の保育、 教育等の支援

を受けられるようにすることで、 障がいの有無にかかわらず、 全ての児童が共に成長で

きるよう、 地域社会への参加を促し、 互いに包み支え合う社会を推進します。

2 成果 目 標 ・ 活動指標

国の基本指針では、 障がい児支援の提供体制の整備等を推進するための成果目標とし

て、 以下の3 点が示されています。

(1) 児童発達支援セ ン タ ーの設置及び保育所等訪問支援の充実

児章発達支援センタ ーを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、 平成

32 (2020)年度末までに、 児童発達支援センタ ーを各市町村に少なくとも1箇所

以上設置することとされています。

また、障がい児の地域社会への参加を促し、互いに包み支え合う社会を推進するため、

児童発達支援センタ ーが保育所等訪間支援を実施するなどの方法で、 平成32 (202 

0)年度末までに、 全ての市町村において、 保育所等訪間支援を利用できる体制を構築

することとされています。

①児童発達支援セ ンターを各市町村に少な く と も 1 箇所以上設置

【成果 目 標】

児 童発達支援セ ン タ ーを 1 箇所以上設置
設置 に 向 け て 検討

◆ 考え方 ： 平成32 (2020)年度末までに、 設置に向けて検討します。

②保育所等訪問支援を利用できる体制の構築

【成果 目 標】

保育所等訪問支援を利用で き る体制の構築
構築済

◆ 考え方 ： 保育所等訪問 支援を利用できる体制は、 既に構築済みです。
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(2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サー ビス事業所の確保

重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、 平成32 (2020)年度

までに、 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー ビ

ス事業所を各市町村に少なくとも1箇所 以上確保することとされています。

● 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

【成果 目 標】

重症心身障がい児を支援す る児童発達支援事業所 を 設置 に 向 けて検討

1 箇所以上設置

【成果 目 標】

重症心身障がい児を支援す る 放課後等デイ サー ビス 設置 に 向 けて検討

事業所 を 1 箇所以上設置

◆ 考え方 ： 平成32 (2020)年度末までに、 設置に向けて検討します。

(3) 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、 平成30 (2018)年度末までに、

各都道府県、 各圏 域及び各市町村において、 保健、 医療、 障がい福祉、 保育、 教育等の

関係機関等が連携を図るための協 議の場を設けることとされています。

● 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

【成果 目 標】

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置
設置 に 向 け て検討

◆ 考え方 ： 平成30 (2018)年度末までに、 設置に向けて検討します。

● 活動指標

・児童発達支援センタ ーの設置

・重症心身障が い児 を支援す る 児童発達支援事業所数及び放課後等デイ サー ビス 事業所の確保

• 関係機関等が連携を図るための協 議の実施
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3 障が い児への福祉サー ビスの見込量 と 見込量確保の た めの方策

①児童発達支援

サ ビ ス 名 サー ビ ス の 内 容 利 用 対象者

日 常 生 活 に お け る 基本 的 な 動 作 の 指導、 知 識
身体障が い 、 知 的 障が い 、 精

児童発達支援 技能の付与、 集 団 生活への適応訓練、 そ の他
神障がいの あ る 児童

必要な支援 を 行 い ま す 。

◆第 4 期の実績 人 日 ： 「月 間 の利用者数」 x 「 1 人 1 月 あ た り の 平均利用 日 数」

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

(201 5 年度） (201 6 年度） (201 7 年度）

延べ利用 日 数
6 2 4 人 日 7 2 6 人 日 7 7 2 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
5 6 人 6 4 人 6 6 人

（人／ 月 ）

※ 平成 2 9 ( 2 0 1 7 ) 年度実績は、 平成 2 9 ( 2 0 1 7 ) 年 1 2 月 現在の 実績か ら 年度全体の実績 を

推計 し て い ま す。 以降のペー ジ も 同様 に推計値 を掲載 し て い ま す。

◆第 5 期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度） (201 9 年度） (2020 年度）

延べ利用 日 数
7 8 6 人 日 8 2 0 人 日 8 5 5 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
6 9 人 7 2 人 7 5 人

（人／月 ）

◆ 見込量算出の考え方

児童発達支援 に つ い て は、 今後 も 一定 の 需要 が 見込 ま れ る こ と か ら 、 第 4 期 計両期 間

の 実績 を 考慮 し て 見込み ま す。

◆ 見込量確保のための方策

サー ビ ス 提供事業所 と 連携 し 、 利 用 者 の ニーズ に 即 し た サー ビ ス が提供で き る よ う に

努 め ま す。
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②医療型児童発達支援

サー ビス 名 サー ビスの内 容 利用 対象者

医療型児童発達支援
肢体不 自 由 の あ る 児童 を 対象に 、 児童発達支

肢体不 自 由 の あ る 児童
援及 び医療の提供 を 行 い ま す 。

◆第 4 期の実績

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

(201 5 年度） (201 6 年度） (201 7 年度）

延べ利用 日 数
1 1 人 日 1 9 人 日 3 3 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
1 人 2 人 3 人

（人／ 月 ）

◆第 5 期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度） (201 9 年度） (2020 年度）

延べ利用 日 数
3 3 人 日 3 3 人 日 3 3 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
3 人 3 人 3 人

（人／ 月 ）

◆見込量算出の考え方

医療型児童発達支援については、 利用者の極端な増減がないため、 平成29 (201 

7)年度の実績を考慮して見込みます。

◆見込量確保のための方策

対象となる障がい児の受け入れ、 サー ビスを提供できる医療機関等が限定されている 1 舅I
ことから、 提供可能な医療関係等と連携し、 利用者のニーズに即したサー ビスが提供で 3 
きるように努めます。 1 部
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③放課後等デイサー ビス

サー ビス 名 サー ビ ス の 内 容 利 用 対象者

学校 （幼稚園 、 大学 を 除 く ） に 通 う 障が いの 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 学 校

あ る 児童 で 、 授業の終 了 後 又 は休業 日 に支援 （幼稚 園 、 大 学 を 除 く ） に 就

放課後等デイ サー ビ ス が必要な者 に 、 生活能力 の 向 上 の た め に 必要 学 し て い る 障がい児 （ 身体障

な訓練、 社会 と の交流の促進そ の他必要 な支 が い 、 知 的 障がい、 精神障が

援 を 行 い ま す 。 いの あ る 児童）

◆第 4 期の実績

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

(201 5 年度） (201 6 年度） (201 7 年度）

延べ利用 日 数
1 , 3 3 7 人 日 1 , 8 5 4 人 日 2 , 3 5 3 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
1 2 3 人 1 1 7 人 1 8 5 人

（人／ 月 ）

◆第 5 期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度 ） (201 9 年度） (2020 年度）

延べ利用 日 数
2 , 7 6 0 人 日 3 , 0 8 9 人 日 3 , 4 1 8 人 日

（人 日 ／ 月 ）

利 用 児童数
2 1 0 人 2 3 5 人 2 6 0 人

（人／ 月 ）

◆ 見込量算出の考え方

放課後等デイ サー ビ ス に つ い て は 、 今後 も 一定 の 需要 が 見込 ま れ る こ と か ら 、 第 4 期

計両期 間 の 実績 を 考慮 し て 見込み ま す。

◆ 見込量確保のための方策

サー ビ ス 提供事業所 と 連携 し 、 事業 の さ ら な る 周 知 に努 め ま す。
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④保育所等訪問支援

サ ビス名 サー ビスの内容 利用対象者

障がいのある児童が通 う保育所 ・ 幼稚園 ・ 小
保育所や児童が集団生活 を

学校 ・ 放課後児童ク ラ ブ （学童保育） 等を訪
営む施設に通 う 障がい児 （発

保育所等訪問支援 問 し 、 障がいのある児童以外の児童との集団
達障がい児、 その他の気にな

生活へ の適応のための専門的な支援その他
る児童）

必要な支援を行います。

◆第4期の実績

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

(201 5 年度） (201 6 年度） (201 7 年度）

延べ利用 日数
1 人 日 1 人 日 1 人 日

（人 日／月 ）

利用児童数
1 人 1 人 1 人

（人／月 ）

◆第 5期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度） (201 9 年度） (2020 年度）

延べ利用 日数
2 人 日 3 人 日 4 人 日

（人 日／月 ）

利用児童数
2 人 3 人 4 人

（人／月 ）

◆見込量算出の考え方

保育所等訪間支援については、 今後利用者の増加が見込まれる こ と か ら 、 第 4 期計画

期間の実績を考慮 して見込みます。

◆見込量確保のための方策

障がい児及びその保護者の意思を考慮 し、 利用者の立場に立った適切なサ
ー ビス の提

供に努めます。
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⑤居宅訪問型児童発達支援

サー ビス名 サー ビスの内容 利用対象者

重症心身障がい児な どの重

居宅訪問型児童発達
障がい児の居宅を訪問 し 、 日 常生活における 度の障がい児等で、 児童発達

基本的な動作の指導、 知的技能の付与等の支 支援等の障害児通所支援を
支援

援を実施 します。 受 け る た め に外出す る こ と

が著 し く 困難な障がい児

◆第 5期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度） (20 1 9 年度） (2020 年度）

延べ利用 日数
5 人 日 5 人 日 5 人 日

（人 日／月 ）

利用児童数
1 人 1 人 1 人

（人／月 ）

◆見込量算出の考え方

居宅訪間型児童発達支援は、 平成 3 0 ( 2 0 1 8 ) 年度か ら新たに開始されるサー ビ

スです。 市内における障がい児数の推移等を勘案して 、 利用 H 数及び利用児童数を見込

みます。

◆見込量確保のための方策

支援を必要 とする方が安心 して生活でき る よ う 、 サー ビス を提供でき る事業所の確保

に努めます。
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⑥障害児相談支援

サー ビ ス 名 サー ビ ス の 内 容 利 用 対象者
障害児通所支援等 の 利 用 を 希 望 す る 障が い
児 の解決すべ き 課題 を 踏ま え 、 総合 的 な援助
の 方 針 や最 も 適切 な サー ビ ス の組み合わせ

障害児相談支援 等 に つ い て 検討 し 、 障害児支援計画の 作成 を 障 害 児 通 所 支 援 を 申 請 し た

行 い ま す 。 計画相談後 に は一定 期 間 ご と に 計
障が い児

画の見直 し を行 い 、 計画の変更や支給決定の

申 請の
か

勧
ん し奨ょ う を 行 い ま す 。

◆第4期の実績

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
(201 5 年度） (201 6 年度） (201 7 年度）

利 用 児童数
3 4 人 3 4 人 4 8 人

（人／ 月 ）

◆第 5期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度
(201 8 年度） (201 9 年度） (2020 年度）

利 用 児童数
5 9 人 7 1 人 8 7 人

（人／ 月 ）

◆見込量算出の考え方

障害児相 談支援 に つ い て は 、 障害児通所支援 を利用 す る 全て の方 を 対象 と し て 見込み

ま す。

◆見込量確保のための方策

児章 の 心身 の 状況や生活環境 な ど を 考慮 し 、 児章ま た は そ の保護者 の サー ビ ス 利 用 の

意 向 が反 映 さ れ る よ う 、 相 談支援事業者 な ど と 連携 し 、 相 談支援 の 充 実 に努 め ま す。
第
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⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整する コーディ ネーターの配置

サー ビス名 サー ビスの内容 利用対象者

医療的ケア児

・ 人工呼吸器を装着 している

医療的ケア児に対す 医療的ケア児に対する総合的な支援体制の 障がい児、 その他日常生活

る関連分野の支援を 構築に向けて 、 関連分野の支援を調整する コ を営むた め に 医療を要す

調整する コーディ ネ ーディ ネータ ー と して養成された相談支援 る状態にある障がい児
ーターの配置 専門員等を配置 します。 ・ 重度の知的障がいと重度の

肢体不 自 由が重複 し て い

る重症心身障がい児

◆第 5期の見込量

平成 30 年度 平成 3 1 年度 平成 32 年度

(201 8 年度） (201 9 年度） (2020 年度）

配置人数
0 人 1 人 1 人

（人）

◆見込量算出の考え方

医療的ケア児に対する コーディ ネーターの配置については、 こ の計画か ら新たに盛 り

込む数値 目標です。 医療的ケア児等 コーディ ネーター養成研修の参加等を勘案して 、 配

置人数を見込みます。

◆見込量確保のための方策

支援を必要 とする方が安心 して生活でき る よ う 、 コーディ ネーターを配置でき る事業

所の確保に努めます。
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